
部
川
阿
世
山
路
之
U
U
名
』
と
あ
る
。
卯
反
山
八
日
川
の
一
に

荷山田
山
の
釘
犯
と
い
ふ
も
こ
の
地
で
あ
る
。

テ
イ
コ
ウ
イ
ン
貞
光
院

七
日
市
総
木
第
九
代

前
凶
利
以
の
夫
人
前
凶
氏
の
法
蹴
。
詳
し
く
は
ん
円
'
光

院
心
椴
抱
月
大
筋
。

テ
イ
シ
ツ
チ
セ
ン
提
室
智
朗
山
制
宗
の
例
。

加
れ
の
入
。
幾
年
間
降
に
容
し
、
そ
の
後
を
受
け
て

大
来
寺
十
一
代
に
住

L
、
承
天
寺
八
代
を
銑
ね
、
大

永
二
年
間
を
前
っ
て
法
験
が
あ
っ
た
。
天
文
五
年
四

月
二
日
七
十
六
肢
を
以
て
寂
。

テ
イ
ジ
ユ
イ
ン
貞
務
院
大
明
智
縮
小
中
ム
第
九
代

前
出
利
之
の
夫
人
語
升
氏
の
法
制
批
。
詳
し
く
は
貞
詳

院
附
窓
得
妙
制
定
尼
。

テ
ィ
シ
ュ
ウ
ソ
ウ
ゴ
難
州
叢
語

l
ホ
タ
カ
イ

シ〆
y

北
促
帥
肺
訴
。

テ
イ
ジ
1
.ハ
ン
宗
主
番

務
政
時
代
に
、
金洲仰

の
り
ホ
番
は
本
町
に
限
っ
て
白
か
れ
た
も
の
で
、
州日

夜
を
油
じ
て
任
務
に
話
り
、
安
政
元
年
に
は
自
身
設

と
改
稿
し
た
。
夜
柿
は
地
子
町
に
於
け
る
抑
制
呼
で
あ

る
。
木
町
に
は
木
戸
が
あ
る
が
、
夜
川
に
於
け
る
そ

の
開
聞
は
卒
中
止
番
の
挙
る
別
で
あ
っ
た
。
苧
主
訴
は

慰
問
に
行
符
を
吊
し
、
水
桶
と
突
出
作
を
悩

へ
、
符
六

つ
時
か
ら
腕
六
つ
時
ま
で
は
、
創世
λ
ず
町
内
を
巡
越

し
、
そ
の
中
一
回
は
各
戸
の
戸
を
叩
き
て
火
を
怒
め
、

家
人
の
答
へ
る
ま
で
は
止
め
な
い
。
附
役
ス
・
能
役

者
・
武
H
H
聡
・
首
附
・
法
体
人
病
人
後
家
・
少
年
・百

北
山
部
は
そ
の
日
拾
を
品
川
除
せ
ら
れ
た
O

R
γ

引
祢
で
も

夜
訴
で
も
巡
巡
り
際
は
、
隣
家
の
J
H
が
刷
と
し
て
之

を
助
け
た
。
武
士
町
・
門
前
地
等
で
は
之
に
代
へ
る

に
被
之
悼
二
人
を
印
刷
出
し
て
あ
っ
た
。
明
治
二
年
一一
一

月
市
政
局
は
此
容
を
騰
し
、
吏
に
二
三
川
侭
に
愉
之

持
二
人
を
む
〈
こ
と
に
し
た
。
給
之
持
は
前
の
番
之

僚
に
問
じ
〈
、
俗
に
之
を
栓
太
郎
と
呼
ん
だ
。

テ
イ
l

a

テ
ク

テ
イ
シ
ョ
ウ
イ
ン
迄
正
院

加
到
滞
組
前
出
利

家
の
側
室
に
な
っ
た
越
前
関
川
町
妨
凶
嗣
寺
の
女
の
法

名。
テ
イ
シ
ョ
ウ
イ
ン
貞
正
院

加
賀
滞
京
第
十
二

代
前
川
狩
縦
の
側
室
加
陳
氏
の
法
獄
。

テ
イ
シ
ョ
ウ
イ
ン
貞
昌
院

大
改
寺
滞
市
第
四

代
前
川
利
筑
の
側
室
水
越
氏
の
法
制
則
。
詳
し
く
は
点

邑
院
朴
官
ヂ
』
制
限
大
妨
。

テ
イ
ジ
ヨ
ウ
ヤ
シ
キ
程
桑
屋
殴

金
工
後
藤
陸

来
は
、
見
文
の
頃
陥
年
に
京
都
か
ら
金
期
に
下
。
、

滞
の
お
に
製
作
に
従
う
た
が
、
そ
の
際
法
池
川
内
作

車
場
の
治
祉
な
る
筑
摩
般
に
誕
留
し
た
の
で
、
そ
の

地
を
後
に
主
る
ま
で
説
来
屋
放
と
い
う
た
。
爺
し
是

よ
り
先
後
脱
氏
諮
工
の
来
仕
し
た
際
に
も
こ
L
に
居

た
の
で
あ
ら
う
が
、
猫
位
采
の
街
の
み
が
残
っ
た
も

の
と
見
え
る
。
そ
れ
を
テ
ソ
ジ
ヨ
ウ
鹿
取
で
あ
る
と

し
て
、
前
川
利
低
が
支
加
入
を
山む
い
た
所
と
す
る
設

は
信
じ
ら
れ
ぬ
。
金
持
に
来
た
支
那
人
は
明
の
王
伯

子
の
み
で
、
そ
れ
は
刷
出
M
K
六
年
前
後
の
こ
と
で
あ
る

が
、
王
的
子
に
テ
ン
ジ
ヨ
ウ
の
名
は
な
か
ら
う
。
併

し
正
れ
子
の
日
似
も
亦
謎
袖
川
に
在
っ
た
の
で
、
後

の
桜
一
米
屋
蚊
と
山
山
市
川
ゼ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の

と
見
え
る
。

デ
イ
h
M
ン

泥

炭

石
川
仰
の
椴
陣
地
方
に
産
す

る

o
m川
以
卿
が
天
保
」t
年
の
鯨
部
考
古
跡
杷
に
、

相
河
新
村
・徳
光
村
・'行
犯
関
係
の
砂
申
に
、
淡
盟
…
の

鋭
土
で
似
朽
腐
の
木
泌
を
朴
制
す
る
に
似
る
も
の
が
あ

。
、
元
文
以
来
社
民
線
。
て
地
雌
に
出
め
、
以
て
炭

に
易
へ
た
。
そ
の
用
石
炭
に
開
削
す
る
と
あ
る。

テ
イ
ヨ
ウ
提
要
七
胎
の
例
人
。

涼
風
析
と
脱

す
る
。

一兆
隊
十
ご
年
能
殺
径
を
若
し、

才
師
削
そ
の
序

を
作
。
、
言
水
は
訟
を
出
い
た
。

テ
イ
リ
シ
ユ
ウ
目
安
貞
皇
輯
銭

』
プ
ン
ケ
ン

ザ
ッ
ロ
タ
間
見
雑
録
。

テ
イ
リ
ン
イ
ン
貞
幣
院

加
賀
滞
需
第
十
代
前

旧
蛮
敬
の
側
室
山
脇
氏
の
法
悦
。
詳
し
〈
は
点
琳
院

乾
岳
正
努
大
筋
。

デ
ウ
ラ
出
浦

長
家
家
糾
に
天
正
六
年
八
月
長

山
泌
総
が
組
前
三
凶
か
ら
褒
叫
聞
し
て
能
官
官
来
に
上

院
、
穴
水
に
抑
話
せ
た
時
、『
キ
恩
寺
出
張
且
附
中
尉

弼
抑
制
塚
新
附
捌
木
鵜
川
屋
被
内
浦
出
揃
響
、
於

mk

泊
A
円
及
数
度
。
』
と
あ
る
。
そ
の
出
揃
は
今
の
邸
主
榔

北
七
擦
の
地
内
で
あ
る
と
い
ふ
。

デ
ガ
ハ
出
川

悶
京
都
中
(
部
古
川
名
d

の
内
の
小

手。
デ
ガ
ハ
リ
出
代

理
附
政
の
時
、
一

季
目
の
奉
公

人
出
替
の
時
期
は
初
め
二
且
二
日
で
あ
っ
た
の
を
、

民
泊
二
年
四
且
の
簡
に
よ
っ
て
、
来
年
よ
り
一
一
一
月
五

日
と
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
訴
令
に

注
う
た
も
の
で
あ
る
。
江
戸
に
伴
う
た
怒
公

λ
に
就

い
て
は
、
毎
年
柄
封
で
出
持
に
せ
よ
と
寛
文
入
年
正

且
の
樹
応
在
る
。

テ
ガ
ハ
リ
ア
シ
ガ
ル
手
一
替
足
程

町
役
父
は
役

同
町
平
士
で
、
そ
の
部
下
に
足
鞭
・
小
者
を
有
す
べ
き

も
の
は
、
臨
訟
の
間
判
断
削
に
よ
っ
て
、
別
に
足
軒
・小
者

数
人
の
給
料
を
滞
か
ら
支
給
し
、
そ
れ
だ
け
の
民
政

を
版
印
刷
し
て
公
務
に
従
事
せ
し
め
た
。
之
を
頭
分
で

は
、
手
料
足
駆

・
手
掛
小
中
H

と
い
う
た
。
滞
の
杷
録

に
、
組
足
鞍
何
人
、
内
小
瓶
何
人
、
外
手
替
何
人
と

杷
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
是
で
あ
る
。
若

L
御
梢
裕
行

な
れ
ば
、
手
都
円
足
較
と
い
は
ず
し
て
彼
下
足
栂
と
呼

ん
だ
。
務
の
足
般
を
附
邸
せ
し
め
た
の
で
あ
ら
う
。

テ
キ
ス
イ

満
水

J
ソ
ウ
ゲ
ン
テ
キ
ス
イ
山

源
捌
水
。

テ
キ
ネ
パ
シ
手
杵
搭

石
川
郡
中
宮
の
尼
添
川

は
も
と
仰
の
捜
し
で
あ
っ
た
の
を
、
元
利
中
前
間
利

圃

AM
が
命
じ
て
飛
婦
に
阪
め
し
め
た
。
そ
れ
を
側
而
か

ら
見
る
と
、
恩
人
の
周
ひ
る
杵
の
以
に
似
て
ゐ
る
か

ら
手
杵
総
と
名
づ
け
た
。

テ
キ
ホ
イ
コ
ウ
荻
浦
遺
稿
一
加
。
篠
原
萩
浦

の
作
っ
た
古
札
口
・何
M
M
・絶
句
を
知
的
、
若
4
川
の
=
十

五
回
忌
た
る
明
治
十
二
年
に
、
そ
の
子
不
訟
の
頒
布

し
た
・
も
の
で
あ
る
。

デ
ヲ
チ
出
口

能
決
柑
山
上
郷
に
町
田
す
る
部
族
。

加
越
聞
神
把
手
政
四
年
十
一
四
月
七
日
朝
針
宗
摘
の
加

賀
か
ら
納
附
均
し
た
艇
に
、
『
小
松
の
道
努
・際
環
の
一
一

木
・
出
口
の
知
限
・安
宅
の
今
井
照
右
衛
門
己
下
二
千

係
人
大
将
に
制
従
て
来
り
け
る
。
』
と
あ
る
。
叉
能
美

郡
名
関
誌
に
、
設
弁
合
戦
の
後
前
出
利
長
出
口
に
震

を
備
へ
て
山
附
長
門
を
也
い
た
と
す
る
が
、
越
昌明到

三
州
志
に
そ
れ
は
こ

ロ
村
の
説
で
あ
る
と
論
じ
て
ゐ

旬。。デ
グ
チ
ヒ
ロ
生
ダ
出
口
覚
但

泊
四
桝
県
三
太
夫
。

手
保
J
J

八
年
父
泡
平
太
の
泊
知
町
三
十
布
を
謎
ぎ
、

問
問
心
と
し
て
小
松
に
居
た
が
、
白
川
削
六
年
泊
恕
を

命
ぜ
ら
れ
、
明
和
七
年
六
且
十
七
日
以
イ
三
践
で
逐

電
し
た
。
後
越
前
に
行
倒
れ
て
研
た
の
を
、

一
新
澗

と
せ
ら
れ
た
。

デ
グ
チ
マ
サ
ア
キ
出
口
政
隠

迎

m久
兵
衛
。

御
歩
小
一
肌
と
な
っ
て
新
知
刊
石
を
焚
け
、
文
政
中
組

外
に
列
し
、
三
十
討
を
加

へ
、
天
保
五
年
じ
十
六山併

を
以
て
裂
。
子
孫
制
織
い
で
滞
に
仕

へ
る
0

・

デ
グ
チ
マ
サ
ノ
ブ
出
口
政
信

泊

muv左
術
門
。

叩
州
統
の
兵
収
容
で
、
柑
叫
永
二
年
間
四
月
三
日
聞出し

た
。
或
は
長
家
の
陸
で
あ
る
と
も
い
ふ
。
そ
の
訟
に

官
家
見
附
録
が
あ
る
。

デ
ク
チ
ヤ
イ
チ
エ
モ
ン
出
口
翻
市
右
衛
門
前

回
綱
紀
の
時
御
歩
と
な
り
、
後
利
外
に
池
み
、
総
百

三
十
石
に
主
っ
て
三
十
人
聞
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
到
氷

五
六


